
課
税
区
分
と
税
率
が
変
更　

　

平
成
20
年
4
月
か
ら
、
国
民
健
康
保

険
税
の「
基
礎
課
税
分
」の
中
に
算
入
し

て
い
た
老
人
保
健
拠
出
金
分
を
、「
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
」と
し
て
分

離
し
、
課
税
区
分
を
新
設
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
基
礎
課
税
分
の
所
得

割
と
均
等
割
を
引
き
下
げ
、
代
わ
り
に

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
分
に
所
得

割
と
均
等
割
を
新
設
し
ま
し
た
。
税
率

な
ど
は
合
算
す
れ
ば
平
成
19
年
度
と
変

わ
り
ま
せ
ん
。（
表
1
）

　

課
税
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
基
礎
課

税
分
と
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
分
を
合

わ
せ
る
と
、
3
万
円
の
引
き
上
げ
に
な

り
ま
す
。
介
護
納
付
金
課
税
分
は
税
率

な
ど
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

10
月
に
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
開
始

　

65
〜
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
世
帯
主
を
対
象
に
、
平

成
20
年
10
月
に
支
給
さ
れ
る
年
金
か

ら
、
国
民
健
康
保
険
税
を
直
接
引
き
落

す「
特
別
徴
収
」が
始
ま
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
納
付
の
た
め
に
金
融
機
関
な

ど
へ
出
向
く
手
間
が
解
消
さ
れ
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
対
象
者
に
は
、
7
月
中

旬
に
納
税
通
知
書
と
特
別
徴
収
開
始
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。
第
1
期
〜
第
3

期
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
納
付
書
で
納
付

ま
た
は
口
座
か
ら
引
き
落
し
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
10
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
特

別
徴
収
の
開
始
と
な
り
ま
す
。（
表
2
） 

特
別
徴
収
の
対
象

　

次
の
①
〜
④
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

場
合
で
す
。

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
あ
る
こ
と
…
世
帯
主
が
、
被
用
者

保
険（
政
府
管
掌
・
組
合
健
康
保
険

や
共
済
組
合
な
ど
）の
加
入
者
で
あ

る
場
合
や
、
75
歳
以
上
で
長
寿
医
療

制
度（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）の
加

入
者
で
あ
る
場
合
は
、
特
別
徴
収
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん

②
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

全
員
が
65
〜
74
歳
で
あ
る
こ
と
…
世

帯
に
65
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険
の

加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

世
帯
内
の
65
歳
未
満
の
人
が
全
員
、

被
用
者
保
険
の
加
入
者
で
あ
る
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
す

③
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
の
年

額
が
18
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

④
国
民
健
康
保
険
税
が
介
護
保
険
料
と

合
わ
せ
て
、
年
金
額
の
2
分
の
1
を

超
え
な
い
こ
と

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。 

課税区分 改正前 改正後 備考

基礎課税分
（全加入者対象）

所得割 6.7％ 5.4％ 1.3％引き下げ
均等割（1人当たり） 20,000円 16,000円 4,000円引き下げ
平等割（世帯当たり） 13,000円 13,000円 従来通り
課税限度額 530,000円 450,000円 80,000円引き下げ

後期高齢者
支援金等課税分
（全加入者対象）

所得割 - 1.3％
新設（基礎課税分から
分離）均等割 - 4,000円

課税限度額 - 110,000円

介護納付金
課税分
（40〜64歳対象）

所得割 1.4％ 1.4％
従来通り均等割 13,000円 13,000円

課税限度額 80,000円 80,000円

表1　課税区分と税率

期別 納付書・口座振替 年金からの特別徴収の場合

第1期 平成20年 7月31日
第1〜3期は左の通り納付書また
は口座から引き落しとなります第2期 平成20年 9月 1日

第3期 平成20年 9月30日

第4期 平成20年10月31日 10月支給分
世帯主の年金から
特別徴収第5期 平成20年12月 1日 12月支給分

第6期 平成21年 1月 5日 2月支給分

第7期 平成21年 2月 2日 年度の途中で増額の場合、納付書・
口座振替での納付も合わせてお願
いする場合があります第8期 平成21年 3月 2日

表2　平成20年度の国保税の納付方法

「国民健康保険税」が変わります

加入者が病気やけがをしたときの医療費などに充てられる大切な財源・国民健康保険税。4月から課税
区分と税率が変更され、10月からは65歳〜 74歳の世帯主の年金からの特別徴収が始まります。

� 広報なりた2008.5.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です


